
総合的な運行操配で、長時間勤務を改善 埼玉県

- ----+ - -—- -·—· -- ---
►   A

►運送事業者ア
►荷種

機械製造販売業。埼玉県に本社と工場を置くメーカーで、工場と

群馬県所在の部品センターとの間の定期便を運行している

一般貨物自動車運送事業者。埼玉県に本社を置く

部品（大型のものや小さなものまで様々）

●朝一番の運行を別のドライバーに担当させ、部品セ

ンターから工場への途上にて車庫に立ち寄り、ドラ

イバーを交替

●本来のドライバーは交替時間に合わせて出勤、一

日の労働時間の削減を図った

•工場内での積み下ろし箇所は複

数あり、滞留時間が長く作業のノ

ウハウも必要
・部品センターは1カ所下ろし1カ所

積みで比較的簡単
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朝一番の仕事を別のドライバーに担当させることで、
本来ドライバーの拘束時間を3時間削減
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● 1日の拘束時間は12~13時間、労働時間は11~12時間．そのため月間の残業時間は70時間超(1カ

 (30   7 xs X 3.5           268  (1  (30   7 xs X 12.5時間）とな

る。拘束時間は改善基準告示内に収まるが、恒常的な残業状態

●当該業務の実務上の注意点、約束事等のノウハウを、トータルで把握しているのは、運送事業者の担
当ドライバーのみであるため、ドライバーの代替が効かない状況となっている

●ドライバーヘのヒアリング等の調査から、業務の中では、朝一番の車庫から部品センターヘの運行が
比較的難易度が低いことが判明

●車庫が工場と部品センターの経路上に位置することから、朝一番の上記運行を、他のドライバーに担
当させ、部品センターから工場への途上にて、車庫に立ち寄り、ドライバーを交替させた

●本来のドライバーは交替時間に合わせて出勤させ、一日の労働時間の削減を図った
r― ヽ

一    j
After 2月21日

 '..      7
Before
1月13日ー

7 : 2 5 5 : 2 8
4 : 3 8 4 : 0 8

1 2 : 0 3 9 : 3 6
0 : 5 5 0 : 2 6

1 2 : 5 8 1 0 : 0 2

Before
1月13日ー

7 : 2 5 5 : 0 9

一
After 2月22日

温·四口頃叫三l』
2:09 7: 18 ▲ 2: 16 ▲ 0:07
1 : 0 2 5 : 0 5 ▲ 0 : 3 5+ 0 : 2 7
3: 11 12:23 ▲ 2:51 +0:20
0:00 0:42 ▲ 0:13 ▲ 0:13
3: 11 13:05 ▲ 3:04+0:07

After平均

m..塁冨屈置謂露’’

一4:38
12:03

0:55
12:58

4:03
9:12
0:42
9:54

Before
1月13日ー

7 : 2 5 5 : 1 8
4 : 3 8 4 : 0 5

1 2 : 0 3 9 : 2 4
0 : 5 5 0 : 3 4

1 2 : 5 8 9 : 5 8

一

一●業務の標準化、ノウハウの共有化の端緒となる
●交替のドライバーが行う作業は、部品センターでの1箇所荷下ろし1箇所積込みという、比較的ノウハ

ウを必要としない部分であった。このため、ドライバーが不慣れであるためのトラブルや運行時間の乱
れを避けつつ、長時間労働ドライバーの時間短縮に取り組むことができた

●運送事業者アでは荷主のベンダーを顧客として持っていた。対象部品には異形のものが多くあり、取

り扱いには一定の知識が求められたが、当該のドライバー以外にも荷主の貨物特性等を理解したドラ
イバーが複数いた

●車庫が工場と部品センターの経路上に存在したため、迂回によるロスが発生しなかった
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2 : 13 7 :31 ▲2 :06 + 0 :06
1: 11 5: 16 ▲0 :32 + 0 :38
3 :24 12 :48 ▲2 :39 + 0 :45
0 :00 0 :34 ▲0 :21 ▲0 :21
3 :24 13 :22 ▲3 :00 + 0 :24

2 : 17 7 :45 ▲1:57 + 0 :20
1:20 5:28 ▲0 :30 + 0 :50
3 :37 13 : 13 ▲2 :27 + 1: 10
0 :00 0 :26 ▲0 :29 ▲0 :29
3 :37 13 :39 ▲2 :56 + 0 :41

①本来ドライバーの 1 日の労働時間 実験日

● 拘束時間は初日で2時間56分、2 運転時間

日目で3時間04分短縮、2日平均
砂他時間

労働時間
で3時間短縮 休憩時間

拘束時間

②2人のドライバーの労働時間合計
実験日

● 拘束時間は実験2日間の平均で
運転時間

24分の増加 その他時間

● 要領の掴めた2日目では、時間増 労働時間

休憩時間
を抑えることができた 拘束時間

実験日

運転時間

砂他時間

労働時間

休憩時間

拘束時間


